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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第129期

第２四半期連結
累計期間

第130期
第２四半期連結
累計期間

第129期
第２四半期連結
会計期間

第130期
第２四半期連結
会計期間

第129期

会計期間

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成22年
４月１日

至　平成22年
９月30日

自　平成21年
７月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成22年
７月１日

至　平成22年
９月30日

自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日

売上高 （百万円） 20,973 20,002 10,364 10,020 45,008

経常利益 （百万円） 1,386 1,740 504 856 3,833

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,298 972 311 521 2,609

純資産額 （百万円） ― ― 26,256 30,693 31,083

総資産額 （百万円） ― ― 55,732 62,653 65,641

１株当たり純資産額 （円） ― ― 1,016.721,088.621,105.50

１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 50.42 34.66 12.07 18.58 100.07

潜在株式調整後

１株当たり四半期

（当期）純利益金額

（円） 50.37 34.61 12.06 18.56 99.96

自己資本比率 （％） ― ― 47.0 48.7 47.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 3,462 441 ― ― 4,439

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △777 △1,250 ― ― △3,084

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,082 △162 ― ― 1,678

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） ― ― 4,426 5,905 6,866

従業員数 （名） ― ― 850 1,012 850

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。　

      ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動については、次の「関係会社の状況」に記載のとおりであります。

　

３【関係会社の状況】

　第１四半期連結会計期間まで持分法非適用関連会社であったケーアールジー　インダストリーズ株式会社の株式を

追加取得し、連結子会社といたしました。

名称 住所
資本金
又は出資金

主要な事業の
内容

議決権の所有
又は被所有割
合（％）

関係内容

　 　 百万円　 　 　 　

　（連結子会社）

ケーアールジー　

インダストリーズ株式会社

　　

　イギリス 65　ポンプ事業　 所有　69.5

ポンプを含む機械部品

の製造、加工、組立を

行っております。

役員の兼任・・・無　

　　　

　　　当第２四半期連結会計期間において、イオスエンジニアリング　アンド　サービス株式会社の株式を新規取得し、持分法

適用関連会社といたしました。　

名称 住所
資本金
又は出資金

主要な事業の
内容

議決権の所有
又は被所有割
合（％）

関係内容

　 　 　百万円　 　 　 　

　（持分法適用関連会社）

イオスエンジニアリング　

アンド　サービス株式会社　

　東京都港区 90　
新エネルギー

事業　
所有　49.0

風力発電設備のエンジ

ニアリング及びメンテ

ナンス業務を行ってお

ります。

役員の兼任・・・無　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数（名） 1,012(73)

（注）１　従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載

しております。

２　従業員数は、嘱託社員（189人）を除いております。

３　従業員数が当第２四半期連結会計期間において150人増加しておりますが、その主な理由は、第１四半期連結

会計期間まで持分法非適用関連会社であったケーアールジー　インダストリーズ株式会社を連結の範囲に含

めたためであります。

　

(2）提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数（名） 710 (72)

（注）１　従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

２　従業員数は、嘱託社員（185人）を除いております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の内容ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の内容 金額(百万円)　 前年同四半期比（％）

ポンプ事業 10,777 117.3

その他 116 24.5

合計 10,893 112.7

（注）　金額は販売価額によっており、消費税等は含まれておりません。

　

(2）受注実績

　当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業の内容ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の内容 受注高（百万円） 前年同四半期比(％)　受注残高（百万円） 前年同四半期比(％)　

ポンプ事業 8,504 85.6 58,177 113.6

その他 974 214.8 1,412 248.3

合計 9,479 91.3 59,590 115.0

（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の内容ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の内容 金額（百万円） 前年同四半期比(％)　

ポンプ事業 9,934 101.1

その他 85 16.0

合計 10,020 96.7

（注）１　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％）

Emirates Aluminium

Company Limited　
2,299 22.2 － －

Qatar General

Electricity & Water

Corporation

1,465 14.1 － －

The Arab Constractors

Osman Ahmed Osman &

Co.　

－ － 1,132 11.3

斗山重工業ジャパン㈱ － － 1,103 11.0

Enterpose Contracting－ － 1,054 10.5

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の分析

　当第２四半期連結会計期間の売上高は、10,020百万円（前年同期比344百万円減少）を計上いたしました。利益面

については、営業利益は723百万円（前年同期比434百万円増加）となり、売上高営業利益率は7.2％となりました。

　経常利益は、営業外収益として為替差益が159百万円発生したこと及び営業外費用として固定資産除却損を53百万

円計上及び支払利息を22百万円計上した結果、856百万円（前年同期比351百万円増加）となり、売上高経常利益率

は8.5％となりました。

　税引後の四半期純利益は、特別利益として投資有価証券評価損戻入益を1百万円計上した結果、521百万円（前年同

期比210百万円増加）となり、売上高四半期純利益率は5.2％となりました。

　　なお、１株当たり四半期純利益は18.58円となりました。

　

(2）財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,987百万円減少し、62,653百万円とな

りました。これは主に、新たに連結した子会社の資産を受け入れたことにより有形固定資産の増加(前連結会計年度

末比644百万円増加)などはありましたが、保有株式の時価の下落により投資有価証券の減少（前連結会計年度末比

2,594百万円減少）及び受取手形及び売掛金の減少(前連結会計年度末比2,009百万円減少)などによるものであり

ます。

　負債は、前連結会計年度末に比べ2,597百万円減少し、31,960百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金の減少(前連結会計年度末比3,356百万円減少)などによるものであります。

　純資産については、前連結会計年度末に比べ389百万円減少し、30,693百万円となりました。これは利益剰余金の増

加(前連結会計年度末比668百万円増加)などはありましたが、時価評価に係るその他有価証券評価差額金の減少(前

連結会計年度末比1,525百万円減少)などによるものであります。　

　

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ

961百万円減少し、5,905百万円となりました。

　

　(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動による資金の減少は1,398百万円(前年同期は597百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半

期純利益が前年同期比325百万円増加して857百万円となったこと、また、売上債権の減少481百万円などの資金の増

加はありましたが、仕入債務の減少1,200百万円などの資金の減少があったことなどによるものであります。　

　

　　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動による資金の減少は974百万円(前年同期は582百万円の減少)となりました。これは貸付金の回収による

収入15百万円などの資金の増加はありましたが、有形固定資産の取得による支出518百万円などの資金の減少が

あったことなどによるものであります。

　

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動による資金の増加は2,362百万円(前年同期は1,982百万円の増加)となりました。これは長期借入金の返

済による支出1,525百万円などの資金の減少はありましたが、短期借入金の増加1,462百万円、長期借入金による収

入2,500百万円などの資金の増加があったことなどによるものであります。　
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(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　当社は、平成20年５月14日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）

（以下「本プラン」という。）を導入することを決議し、平成20年６月27日開催の第127期定時株主総会において、

本プランの導入につき承認を得ております。

　その概要は以下のとおりであります。

(1) 基本方針の内容

　当社は、株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の

大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである

限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株

主の決定に委ねられるべきと考えております。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができな

い可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グループの

価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主が最終的な決定をするために必要な情報が十分に提

供されないものもありえます。 

　そのような提案に対して、当社取締役会は株主から負託された者の責務として、株主のために必要な時間や情報

の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。  

　

(2) 基本方針の実現のための取組み

　①基本方針の実現に資する特別な取組み 

(a)　当社は「金銭の赤字は出しても、信用の赤字は出すな」を社是に、人類の生活とは不可分であるポンプ事

業を推進し、優れた製品・技術・サービスの提供を通じて、社会の発展、文化の向上に貢献しております。

21世紀は「水とエネルギーと環境の時代」と言われており、こうした人類が抱える大きな課題は当社グ

ループが長年培ってきた、様々な技術を生かせるものであります。

当社グループは人類が必要としている技術を一層高度化させ、これからも人類の持続的な進歩に貢献す

る、価値ある活動を続けたいと考えております。

(b)　当社はコーポレートガバナンスの強化と迅速な経営判断を行うため、次のように取り組んでおります。

(ⅰ)経営監督機関として取締役会を設置しております。

(ⅱ)執行役員制度を導入し、経営における監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役員の責任と役割を

明確化しております。

(ⅲ)社長の最高協議機関として、子会社を含む執行役員を構成メンバーとした執行役員会議を設置しており

ます。

(ⅳ)ＣＳＲ本部を中心に内部統制システムの整備に取り組んでおります。

②基本方針に照らして不適切な者が支配することを防止するための取り組み

(a)　本基本方針は以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式の買付けまたはこれに類似する行為（ただし、当社

取締役会が承認したものを除く。以下「大規模買付等」）がなされる場合を適用対象とし、大規模買付等を

行い、または行おうとする者（以下「買付者等」）は、予め本プランに定められる手続きに従わなければな

らないものとしております。

(ⅰ)当社が発行者である株式について、保有者の株式保有割合が20％以上となる買付け 

(ⅱ)当社が発行者である株式について、保有者の公開買付けに係る株式の株式所有割合及びその特別関係者

の株式所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

(b)　買付者等に対し当該買付者等が大規模買付等に際して手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面

（以下「意向表明書」）の提出を求めます。 

(c)　意向表明書の提出があった場合には、買付者等に対し大規模買付等に対する株主の判断のために必要かつ

十分な情報（以下「本必要情報」）の提供を求めます。 

　なお、株主の判断に必要な情報については随時開示いたします。 

　また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨を買

付者等に通知するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
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(d)　買付者等が上記(b)から(c)に規定する手続きを遵守しなかった場合、若しくは、買付者等による大規模買

付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合には、対抗措置の発動の決

議を行うものといたします。 

　当社取締役会は、対抗措置の発動の決議に先立ち、株主の意思を確認することが適切と判断する場合、下記

(e)に定める手続きを行うものとします。 

　また、買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を損なう虞があるものと認められ

る場合であって、対抗措置の発動決議を行うことが相当と認められる場合には、対抗措置の内容及びその発

動の賛否に関し、株主の意思を確認するために下記(e)に定める手続きを行うものとします。

　この場合、当社取締役会は、下記(e)に定める株主意思確認総会または書面投票の決定に従って、当社の企

業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行い

ます。

(e)　株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、または書面投票のいずれかを選択し

実施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会または臨時株主総会とあわせて開催する場合も

あります。 

　当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会または書面投票のいずれによって株主意思の

確認を行うのかを決定するものとし、決定内容については速やかに情報開示を行います。

　また、当社取締役会は、株主意思確認総会または書面投票を実施した場合には、投票結果その他当社取締役

会が適切と判断する事項について速やかに情報開示を行います。

(f)　当社取締役会が上記(e)の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、(ⅰ)買付

者等が大規模買付等を中止した場合、または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関

係等に変動が生じ、かつ当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置

を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止または

発動の停止を行います。 

　当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する

事項について情報開示を行います。

(g)　大規模買付等の開始時期 

　買付者等は、上記(b)から(e)に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動、ま

たは不発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。

(h)　対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が発動する対抗措置としては、原則として新株予約権の無償割当てを行います。ただし、会社

法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合に

は、当該その他の対抗措置を用いることもあります。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、対抗措置の中止または発動の停

止を決定することがあります。

(i)　本プランの有効期間、廃止及び変更 

　本プランの有効期間は、平成20年５月14日の取締役会決議の日から、平成23年６月開催予定の定時株主総

会終結の時までとします。 

　ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議が

なされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。

　また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた

場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

(3) 具体的な取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

①　当社取締役会は上記(2)の取り組みは上記(1)の基本方針に沿ったものであり、買付者等が本プランに定め

られた手続きに従うことなく大規模買付等がなされた場合を除き、買付者等による大規模買付等に対する対

抗措置の発動について株主の意思を直接確認するものであることから株主共同の利益を損なうものではな

いと判断しております。 

②　当社取締役会は上記(2)の取り組みは合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないよう

に設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していることから、当

社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

　

(5）研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は170百万円であります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社酉島製作所(E01636)

四半期報告書

 8/28



第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 29,889,079 29,889,079

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は

100株であります。

計 29,889,079 29,889,079 ― ―

　

（２）【新株予約権等の状況】

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成20年９月18日　取締役会決議

　
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 62

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　１

新株予約権の行使期間 平成20年９月20日から平成50年９月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,013

資本組入額　1,007

新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役の
それぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日
までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも
のとします。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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平成21年７月16日　取締役会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 150
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。　
新株予約権の目的となる株式の数(株) 15,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり　１
新株予約権の行使期間 平成21年７月18日から平成51年７月17日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額(円)

発行価額　　1,257
資本組入額　  629

新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役の
それぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日
までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも
のとします。

代用払込みに関する事項 ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　

平成22年７月16日　取締役会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 207
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。　
新株予約権の目的となる株式の数(株) 20,700
新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり　１
新株予約権の行使期間 平成22年７月21日から平成52年７月20日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額(円)

発行価額　　1,308
資本組入額　　654  

新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役の
それぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日
までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも
のとします。

代用払込みに関する事項 ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成22年７月１日～

平成22年９月30日
― 29,889,079 ― 1,592 ― 4,610

　　

（６）【大株主の状況】

平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

財団法人原田記念財団 佐賀県武雄市若木町川古字道免木9857番地13 2,710 9.0

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２番１号 1,286 4.3

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,266 4.2

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 1,266 4.2

ステート ストリート バンク

アンド トラスト カンパニー

（常任代理人　株式会社みずほ

コーポレート銀行決済営業部）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101

U.S.A

（東京都中央区月島４丁目16番13号）

1,043 3.4

ステート ストリート バンク　

アンド トラスト カンパニー　

５０５０１９

（常任代理人　香港上海銀行　東

京支店）

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O.BOX

518 IFSC DUBLIN, IRELAND

（東京都中央区日本橋三丁目11番１号）

1,002 3.3

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 918 3.0

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 771 2.5

株式会社栗本鐵工所 大阪市西区北堀江一丁目12番19号 652 2.1

株式会社日阪製作所 大阪市中央区伏見町４丁目２番14号 619 2.0

計 － 11,538 38.6

（注）１　財団法人原田記念財団は、水力学、流体力学、流体機械等自然科学の分野で、学術研究、応用に従事している個

人または団体に対する助成援助を行う等、わが国の科学技術、学術文化及び教育の向上、地域社会の発展に寄

与することを目的とする民法第34条の規定により設立された公益法人であります。

２　当社所有の自己株式1,836千株（6.1％）については、議決権を有していないため上記の大株主から除外して

おります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　 1,836,600
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　28,015,100 280,151 ―

単元未満株式 普通株式　　　37,379 ―
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 29,889,079 ― ―

総株主の議決権 ― 280,151 ―

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式98株が含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数
（株）

他人名義所有
株式数
（株）

所有株式数の
合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社酉島製作所

大阪府高槻市

宮田町一丁目１番８号
1,836,600 ― 1,836,600 6.1

計 ― 1,836,600 ― 1,836,600 6.1

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

　
５月

　
６月

　
７月

　
８月

　
９月

最高（円） 2,015 1,946 1,640 1,498 1,452 1,384

最低（円） 1,821 1,514 1,351 1,301 1,212 1,217

（注）　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部によるものであります。　

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社酉島製作所(E01636)

四半期報告書

12/28



第５【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　　

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について有限責任監査

法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,905 7,070

受取手形及び売掛金 17,826 19,836

商品及び製品 ※2
 140

※2
 140

仕掛品 ※2
 8,355

※2
 8,247

原材料及び貯蔵品 1,820 1,657

前渡金 5,776 5,281

繰延税金資産 1,205 1,388

その他 2,722 2,435

貸倒引当金 △227 △591

流動資産合計 43,526 45,466

固定資産

有形固定資産 ※1
 7,916

※1
 7,271

無形固定資産 271 84

投資その他の資産

投資有価証券 8,966 11,561

その他 2,157 1,442

貸倒引当金 △184 △184

投資その他の資産合計 10,940 12,819

固定資産合計 19,127 20,175

資産合計 62,653 65,641
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,625 9,982

短期借入金 4,342 6,545

未払法人税等 707 751

前受金 9,784 8,310

賞与引当金 688 749

製品保証引当金 1,345 1,571

工事損失引当金 ※2
 103

※2
 115

その他 1,748 2,233

流動負債合計 25,345 30,258

固定負債

長期借入金 4,060 1,494

退職給付引当金 2,022 2,030

債務保証損失引当金 100 100

資産除去債務 115 －

その他 316 675

固定負債合計 6,614 4,299

負債合計 31,960 34,558

純資産の部

株主資本

資本金 1,592 1,592

資本剰余金 7,803 7,795

利益剰余金 21,884 21,216

自己株式 △972 △975

株主資本合計 30,309 29,629

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4 1,520

繰延ヘッジ損益 260 △5

為替換算調整勘定 △26 △140

評価・換算差額等合計 229 1,374

新株予約権 38 37

少数株主持分 116 41

純資産合計 30,693 31,083

負債純資産合計 62,653 65,641
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 20,973 20,002

売上原価 16,916 15,252

売上総利益 4,057 4,750

販売費及び一般管理費 ※1
 3,002

※1
 2,978

営業利益 1,055 1,771

営業外収益

受取利息 － 64

受取配当金 99 93

為替差益 153 －

持分法による投資利益 75 30

受取賃貸料 35 33

その他 78 75

営業外収益合計 442 297

営業外費用

支払利息 63 45

為替差損 － 193

その他 48 89

営業外費用合計 111 328

経常利益 1,386 1,740

特別利益

投資有価証券売却益 103 －

工事損失引当金戻入額 1,003 －

特別利益合計 1,106 －

特別損失

投資有価証券売却損 100 －

関係会社出資金評価損 － 14

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 82

特別損失合計 100 96

税金等調整前四半期純利益 2,391 1,644

法人税等 1,098 659

少数株主損益調整前四半期純利益 － 984

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 12

四半期純利益 1,298 972
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 10,364 10,020

売上原価 8,528 7,824

売上総利益 1,835 2,195

販売費及び一般管理費 ※1
 1,546

※1
 1,471

営業利益 289 723

営業外収益

受取配当金 0 0

為替差益 148 159

持分法による投資利益 73 －

受取賃貸料 17 16

その他 36 61

営業外収益合計 277 238

営業外費用

支払利息 30 22

持分法による投資損失 － 7

固定資産除却損 17 53

その他 14 22

営業外費用合計 62 105

経常利益 504 856

特別利益

投資有価証券売却益 103 －

投資有価証券評価損戻入益 － 1

特別利益合計 103 1

特別損失

投資有価証券売却損 76 －

特別損失合計 76 －

税金等調整前四半期純利益 532 857

法人税等 224 324

少数株主損益調整前四半期純利益 － 533

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 11

四半期純利益 311 521

EDINET提出書類

株式会社酉島製作所(E01636)

四半期報告書

17/28



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,391 1,644

減価償却費 393 526

製品保証引当金の増減額（△は減少） 222 △225

工事損失引当金の増減額（△は減少） △979 △12

受取利息及び受取配当金 △118 △157

支払利息 63 45

投資有価証券売却損益（△は益） △2 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,741 2,315

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,163 △179

仕入債務の増減額（△は減少） △4,834 △3,548

前受金の増減額（△は減少） △795 1,404

その他 1,501 △757

小計 4,744 1,055

利息及び配当金の受取額 121 155

利息の支払額 △59 △56

法人税等の支払額 △1,344 △714

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,462 441

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △353 △811

投資有価証券の取得による支出 △1,021 △44

投資有価証券の売却による収入 491 －

貸付けによる支出 － △406

貸付金の回収による収入 64 56

その他 42 △44

投資活動によるキャッシュ・フロー △777 △1,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,804 △842

長期借入れによる収入 － 2,500

長期借入金の返済による支出 △32 △1,528

配当金の支払額 △229 △305

その他 △16 13

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,082 △162

現金及び現金同等物に係る換算差額 159 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 762 △961

現金及び現金同等物の期首残高 3,656 6,866

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 7 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,426

※1
 5,905
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更

（１）連結の範囲の変更

  第１四半期連結会計期間より、トリシマ　サービス　ソリューションズ　ヨーロッパ株式会社を設立したため、連結

の範囲に含めております。

  当第２四半期連結会計期間より、第１四半期連結会計期間まで持分法非適用関連会社であったケーアールジー　イ

ンダストリーズ株式会社の株式を追加取得したため、連結の範囲に含めております。

（２）変更後の連結子会社の数

　14社

２．持分法の適用に関する事項の変更

（１）持分法適用関連会社

　当第２四半期連結会計期間より、イオスエンジニアリング　アンド　サービス株式会社の株式を新規取得したため、

持分法適用の範囲に含めております。

（２）変更後の持分法適用関連会社の数

　４社

３．会計処理基準に関する事項の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して

おります。

　これにより、営業利益及び経常利益は4百万円、税金等調整前四半期純利益は86百万円、それぞれ減少しております。

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は114百万円であります。

　

【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第

２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

　前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取利息」(前第２四

半期連結累計期間18百万円)は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記し

ております。　

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第

２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
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【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

棚卸資産の評価方法

　当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げ

を行う方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

税金費用の計算

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当

該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 13,779百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 14,157百万円

※２　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

　　　損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産の

うち、工事損失引当金に対応する額は96百万円（うち、

商品及び製品0百万円、仕掛品96百万円）であります。

※２　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

　損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産

のうち、工事損失引当金に対応する額は80百万円（う

ち、商品及び製品0百万円、仕掛品79百万円）でありま

す。　

　

（四半期連結損益計算書関係）

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給料及び手当 941百万円

賞与引当金繰入額 269百万円

退職給付費用 83百万円

従業員給料及び手当 895百万円

賞与引当金繰入額 284百万円

退職給付費用 69百万円

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給料及び手当 480百万円

賞与引当金繰入額 128百万円

退職給付費用 42百万円

従業員給料及び手当 429百万円

賞与引当金繰入額 147百万円

退職給付費用 37百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 4,426百万円

現金及び現金同等物 4,426百万円

現金及び預金 5,905百万円

現金及び現金同等物 5,905百万円

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式（株） 29,889,079

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式（株） 1,836,698

　

　　　　３　新株予約権等に関する事項　

　　　　　　ストックオプションとしての新株予約権　

　　　　　　　新株予約権の当第２四半期連結会計期間末残高　提出会社　38百万円　

　

　　　　４　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月13日

取締役会
普通株式 308 11平成22年３月31日平成22年６月８日利益剰余金

　

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当第２四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年11月11日

取締役会
普通株式 252 9平成22年９月30日平成22年12月１日利益剰余金

　

EDINET提出書類

株式会社酉島製作所(E01636)

四半期報告書

21/28



（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）において、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占

めるポンプ事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

　

【所在地別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）において、全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割

合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

　

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　 アジア 中東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 931 5,236 1,354 7,522

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 10,364

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
9.0 50.5 13.1 72.6

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　 アジア 中東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,298 9,874 1,692 13,865

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― 20,973

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
10.9 47.1 8.1 66.1

（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア…………中国、ベトナム、香港

(2）中東……………アラブ首長国連邦、カタール、サウジアラビア、クウェート

(3）その他の地域…リビア、オーストラリア、チリ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）　

　当社グループは、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるポンプ事業の割合がいずれも90％

を超えているため、ポンプ事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業として、記載を省略しております。　

　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年３月21日）を適用しております。　

　

　

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　

時価のあるその他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の

四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が見られます。

　

区分
取得原価
(百万円)

四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額
(百万円)

　

(1)　株式 6,694 6,687 △7 　
(2)　債券 　 　 　 　
　　　国債・地方債等 ― ― ― 　
　　　社債 1,000 1,000 ― 　
　　　その他 ― ― ― 　
(3)　その他 ― ― ― 　

計 7,694 7,687 △7 　

　

　

（デリバティブ関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　

　対象物の種類が通貨及び金利であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、か

つ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

通貨
為替予約取引 2,628 2,713 △85

スワップ取引 349 23 23

（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

　

（企業結合等関係）

　　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１　１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

1,088.62円 1,105.50円

（注）　１株当たり純資産額の算定の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 30,693 31,083

普通株式に係る純資産額（百万円） 30,538 31,004

差額の主な内訳（百万円） 　     

新株予約権 38 37

少数株主持分 116 41

普通株式の発行済株式数（株） 29,889,079 29,889,079

普通株式の自己株式数（株） 1,836,698 1,843,776

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の

数（株）
28,052,381 28,045,303

　

２　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 50.42円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
50.37円

１株当たり四半期純利益金額 34.66円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
34.61円

（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 1,298 972

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,298 972

普通株式の期中平均株式数（株） 25,746,067 28,049,423

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額　

の算定に用いられた四半期純利益調整額（百万円）
― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定

に用いられた普通株式増加数（株）
26,526 41,334

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在

株式について前連結会計年度末から重要な変動が有

る場合の概要

― ―
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 12.07円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
12.06円

１株当たり四半期純利益金額 18.58円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
18.56円

（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 311 521

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 311 521

普通株式の期中平均株式数（株） 25,746,935 28,052,532

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額　

の算定に用いられた四半期純利益調整額（百万円）
― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定

に用いられた普通株式増加数（株）
25,409 37,598

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在

株式について前連結会計年度末から重要な変動が有

る場合の概要

― ―

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　平成22年11月11日開催の取締役会において、第130期（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）の中間配当を

当社定款第45条の規定に基づき、次のとおり行うことを決議いたしました。

(1)　中間配当金の総額 252百万円

(2)　１株当たりの中間配当金 ９円00銭

(3)　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月１日

（注）　平成22年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　
　

　 平成21年11月２日

株式会社酉島製作所

　 取締役会　御中 　

　

　 有限責任監査法人トーマツ 　

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 白水　一信　　印

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 甲斐　祐二　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社酉島製作所

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社酉島製作所及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　
　

　 平成22年11月５日

株式会社酉島製作所

　 取締役会　御中 　

　

　 有限責任監査法人トーマツ 　

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 白水　一信　　印

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 甲斐　祐二　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社酉島製作所

の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社酉島製作所及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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